
平
成
三
年
通
商
産
業
省
・
労
働
省
令
第
三
号

中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
五

十
七
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
改
善
計
画
に
係
る
認
定
の
申
請
）

第
一
条
　
中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改
善
計
画
に
係
る
認
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
事
業
協
同
組
合
等
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
協
同
組
合
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は

中
小
企
業
者
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
申
請
書
一
通
及
び
そ

の
写
し
三
通
を
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
協
同

組
合
等
又
は
当
該
中
小
企
業
者
が
、
次
の
い
ず
れ
か
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

て
公
衆
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
い
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
ら
の
事
項
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
前
項
の
申
請
書

及
び
そ
の
写
し
と
併
せ
て
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
次
の
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
　
当
該
事
業
協
同
組
合
等
又
は
当
該
中
小
企
業
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
定
款

二
　
当
該
事
業
協
同
組
合
等
又
は
当
該
中
小
企
業
者
（
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
の
開
始
に
伴
っ

て
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
に
資
す
る
改
善
事
業
に
つ
い
て
の
計
画
を
提
出
す
る
も

の
を
除
く
。
）
の
最
近
三
期
間
の
事
業
報
告
書
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
こ
れ
ら
の
書
類
が
な
い
場

合
に
あ
っ
て
は
、
最
近
二
年
間
の
事
業
状
況
又
は
営
業
状
況
及
び
事
業
用
資
産
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
）

三
　
当
該
中
小
企
業
者
（
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
の
開
始
に
伴
っ
て
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
良

好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
に
資
す
る
改
善
事
業
に
つ
い
て
の
計
画
を
提
出
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
事
業
を
開

始
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

（
改
善
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
）

第
二
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改
善
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
協
同
組
合
等

又
は
中
小
企
業
者
は
、
申
請
書
一
通
及
び
そ
の
写
し
三
通
を
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府

県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
協
同

組
合
等
又
は
当
該
中
小
企
業
者
が
、
次
の
い
ず
れ
か
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

て
公
衆
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
い
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
ら
の
事
項
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
前
項
の
申
請
書

及
び
そ
の
写
し
と
併
せ
て
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
次
の
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
　
改
善
計
画
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
類

二
　
定
款
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
変
更
後
の
定
款

三
　
前
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
三
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
一
月
一
日
通
商
産
業
省
・
労
働
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
二
五
日
通
商
産
業
省
・
労
働
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
一
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
二
月
一
六
日
通
商
産
業
省
・
労
働
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
一
月
一
九
日
通
商
産
業
省
・
労
働
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
九
日
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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